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【アンサンブルコンテスト金沢市大会】 〈吹奏楽部〉 
・銀賞〔木管５重奏〕長谷川（２）、佐藤（１）、合田（１）、齋藤（１）、室（１）  
・銅賞〔管打楽器６重奏〕宇都宮（２）、岡﨑（１）、斉藤（１）、東野（１）、岡田（１）、和田（１） 
 
【金沢市中学校新人駅伝大会】 ７位 牧野（１）、上谷（２）、渡辺（１）、寺崎（２） 
 
【金沢市中学校文芸作品コンクール】  ・佳作〔短歌部門〕高村 夏野（２） 
 
【石川県児童・生徒科学作品コンクール】  ・優秀賞 寺山 貴大（２）  
 
【金沢市小・中学校児童生徒科学研究作品展】  ・優秀賞 寺山 貴大（２） ・入選 住川 佑志（１） 
 
【金沢市中学校読書感想文コンクール】    
・優秀〔自由読書〕河嶋 賢太郎（１） ・優良〔自由読書〕木村 結奈（３）   
・優良〔自由読書〕畠中 彩帆（２）  ・佳作〔自由読書〕廣村 莉衣紗（２）   
・佳作〔課題読書〕山田 莉愛（３）  ・佳作〔課題読書〕坂上 真悠（２）  
 
【石川県バドミントン１年生大会】 〈バドミントン部〉 男子シングルス ２位 山岸 恵輔（１）  

 

SNSの使用には責任が伴います！ 

今日はＳＮＳのお話です。ＳＮＳの使い方で、中学生が犯罪に巻き込まれ被害に遭うという 

話はよく聞くと思います。しかし、今日は、中学生が加害者になる場合の話です。 

一番最近は、１４歳の中学生が、池袋暴走事故の遺族を脅迫するメールを送っていた事件 

です。業務妨害や脅迫罪の可能性があります。本人は反省しているとのことですが、許され 

ることではありません。 

少し前には、闇バイトで強盗をして逮捕された中学生がいました。アイドルのコンサートチケットを譲ると言

ってお金をだまし取るチケット詐欺をした中学生の事件もありました。 

ゲームで、他人のＩＤ、パスワードを無断で使いゲームのアイテムを盗んだ場合は、不正アクセス禁止法違

反で、犯罪です。ＳＮＳ上で、誰もが見られるところに他人の悪口を書くと、内容によって名誉毀損や侮辱罪と

いった犯罪行為になる可能性があります。 

被害に遭うだけでなく、「こんなことしても大丈夫だろう」という軽い気持ちで行った行為が犯罪になっ

てしまいます。「そんなことになるとは思わなかった」と言っても許されるものではありません。 

冷静に考えれば皆さんちゃんとわかることだと思います。それが、ＳＮＳの匿名性や、 

友達と一緒にいて悪い意味の集団心理が働くと、正しい判断ができなくなることが 

あります。自分の行動に責任をもってください。 

１２月はクリスマスなどの楽しいイベントがあり大人も子どもも浮き足だつ季節です。 

いまこそ正しい判断をするために、自分でしっかり考え冷静に行動することが大事です。 

自分自身や大切な家族を守るためにも今年最後の１ヶ月間、気を引き締めて過ごしてくださいね。 

 

 
本校の同窓会会長を務められていた多田 拓也 氏が本人の意向により退任され、後任として柿木 健雄 氏

が「金沢市立鳴和中学校 同窓会 会則」に則り選任されました。 

長きに渡り本校同窓会のためご尽力いただきました多田前会長には、心より感謝を申し上げます。 

 

 

～全校集会（R6.12..3）校長先生のお話から～ 

同窓会について（報告） 
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